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資 料 １





Ⅰ 地方創生の推進

１ 地方創生・人口減少対策のための財源確保

（１） 「まち・ひと・しごと創生事業費」の拡充・継続

地方創生は地方版総合戦略の策定段階から、本格的な事業展開の段階に入っているな

かで、地方がその実情に応じた息の長い取組みを継続的かつ主体的に進めていくために、

平成29年度地方財政計画に計上された「まち・ひと・しごと創生事業費」（１兆円）を

拡充・継続し、地方の安定的な財政運営に必要な地方一般財源を十分に確保すべきであ

る。

（２） 地方創生推進交付金の拡充及び弾力的な運用等

地方創生が事業展開の段階に入っているなかで、地方版総合戦略に基づく施策や事業

を安定的・継続的に推進する必要があること、交付金に対する地方の期待が極めて高い

ことなどから、「地方創生拠点整備交付金」の弾力的な運用を図ること等により、施設

整備事業の需要に適切に配慮するとともに、平成29年度当初予算において国費ベースで

前年度と同額の1,000億円が計上された、また、平成30年度の概算要求において当初予

算を上回る1,070億円が盛り込まれた「地方創生推進交付金」については、しっかりと

その総額を確保すべきである。その際、交付額上限の目安の撤廃など、その内容や規模

について地方の意見等を十分に踏まえるとともに、地方創生の更なる深化や取組みの全

国展開に向け、地方の実情を踏まえた、より弾力的な運用を図るべきである。



≪内閣府資料≫



Ⅰ 地方創生の推進（続き）

２ 人口減少対策等に資する新たな税財政措置

今後、少子化等の厳しい現状を抜本的に改善し、地方創生を推進していくため、子ど
もが多いほど有利になる制度、子育て等に伴う経済的負担の軽減に資する制度の創設な
ど、これまでにない新たな仕組みが必要であり、所得税・個人住民税における諸控除の
あり方をはじめ、三世代同居・近居の促進など、少子化対策に資する税制について幅広
く検討すべきである。その際、地方の行政サービスを支えるための自主財源を充実・確
保することを前提として、検討を進めるべきである。なお、平成29年度税制改正におけ
る配偶者控除・配偶者特別控除の見直しによる個人住民税の減収額については、地方財
政に影響を及ぼすことがないよう、確実に全額国費で補 すべきである。

さらに、少子化対策の抜本強化に向け、幼児教育・保育料無償化、不妊治療への支援
の拡充、無利子奨学金の充実、給付型奨学金の拡充、多様な保育サービスの拡充、子ど
もの医療費助成に係る国民健康保険の国庫負担減額調整措置の全面的な廃止を図るとと
もに、「地域少子化対策重点推進交付金」の当初予算規模の大幅拡充と運用の弾力化や、
子ども・子育て支援新制度の完全実施に向けた１兆円超の財源確保など、子育て支援の
充実を図るべきである。

特に、政府は本年６月に「子育て安心プラン」を策定し、待機児童解消に必要な保育
の受け皿を整備するとともに、保育の人材確保等の支援施策を実施するとされているが、
その費用については、国の責任において安定財源を確保すべきである。

併せて、貧困の世代間連鎖を断ち切るため、ひとり親家庭への支援策の拡充や給付型
奨学金の拡充等による教育費負担の軽減、「地域子供の未来応援交付金」の恒久化と運
用の弾力化など、子どもの貧困対策の更なる充実・強化を図るべきである。



平成29年度与党税制改正大綱 ＜抜粋＞ 平成28年12月8日
自 由 民 主 党
公 明 党

第一 平成29年度税制改正の基本的考え方

１ 経済社会の構造変化を踏まえた個人所得課税改革

我が国の経済社会は近年において著しい構造変化を遂げている。個人所得課税についても、経済社会の構造変化を踏まえ
た改革を行っていく必要があるが、平成29年度税制改正においては、喫緊の課題への対応として、就業調整を意識しなくて
済む仕組みを構築する観点から配偶者控除・配偶者特別控除の見直しを行う。その上で、今後数年をかけて、基礎控除をは
じめとする人的控除等の見直し等の諸課題に取り組んでいくこととする。

（1）配偶者控除・配偶者特別控除の見直し

就業調整を意識しなくて済む仕組みを構築するためには、税制、社会保障制度、企業の配偶者手当制度などの面で総合的
な取組みを進める必要がある。
（略）
他方で、配偶者が就業時間を調整することによって、納税者本人に配偶者控除が適用される103万円以内にパート収入を
抑える傾向があると指摘されている(いわゆる「103万円の壁」)。これについては、配偶者特別控除の導入によって、配偶
者の給与収入が103万円を超えても世帯の手取り収入が逆転しない仕組みとなっており、税制上、いわゆる「103万円の壁」
は解消している。それにもかかわらず収入を抑える傾向が生じる要因として、「103万円」という水準が企業の配偶者手当
制度等の支給基準に援用されていることや、いわゆる「103万円の壁」が心理的な壁として作用していることが指摘されて
いる。生産年齢人口が減少を続け人手不足と感じている企業が多い中、パート収入を一定の範囲内に抑えるために就業時間
を抑える傾向は、最低賃金が引き上げられていくにつれ、更に強まるのではないかということが懸念される。
このような就業調整をめぐる喫緊の課題に対応するため、所得税・個人住民税における現行の配偶者控除・配偶者特別控
除の見直しを行う。具体的には、所得税の場合、配偶者特別控除について、所得控除額38万円の対象となる配偶者の合計所
得金額の上限を85万円(給与所得のみの場合、給与収入150万円)に引き上げるとともに、現行制度と同様に、世帯の手取り
収入が逆転しないような仕組みを設ける。この給与収入150万円という水準は、安倍内閣が目指している最低賃金の全国加
重平均額である1,000円の時給で１日６時間、週５日勤務した場合の年収(144万円)を上回るものである。
こうした見直しは、働きたい人が就業調整を行うことを意識しないで働くことのできる環境づくりに寄与するものであり、
また、人手不足の解消を通じて日本経済の成長にも資することが期待される。
同時に、配偶者控除・配偶者特別控除について、担税力の調整の必要性の観点から、これらの控除が適用される納税者本

人の合計所得金額に所得制限を設けることとし、国・地方を通じた税収中立を確保する。こうした所得制限は、後述する所
得再分配機能の回復に資するものであるが、その際、所得に応じた税負担の差をなだらかにする観点から、所得控除額を所
得に応じて逓減・消失させていく仕組みとする。今回の配偶者控除・配偶者特別控除の見直しによる個人住民税の減収額に
ついては、全額国費で補 する。
（略）



Ⅰ 地方創生の推進（続き）

２ 人口減少対策等に資する新たな税財政措置（続き）

東京圏から地方へ本社機能の移転等を行う企業に対して税制上の優遇措置を講ずる「地
方拠点強化税制」について、平成29年度税制改正では、オフィス減税における税額控除率

の現行水準を縮減せずに維持する対応がとられるなど、地方創生の推進に資する税制の充

実が図られたところである。

「地方拠点強化税制」については、平成29年度末をもって適用期限が到来することに

なっているが、平成27年度の制度創設以来、地方での本社機能の移転や拡充、地方におけ

る雇用の創出や転入も進んできており、平成28年度・平成29年度と制度の充実が図られて

きたなかで、今後、さらに、事業者に対する周知・情報提供等により企業の本制度に対す

る認識や地方移転等に関する動きも本格化してくることが期待される。このような状況を

踏まえ、東京一極集中を是正し、地方において若い世代が安心して働ける質の高い雇用の

場を確保していくためにも、制度の継続は当然行うべきである。加えて、これまでの実績

や効果等を踏まえ、支援対象となる施設の追加、「地域再生計画」において設定する支援

対象区域の拡大、「施設整備計画」の認定要件となる常時雇用する従業員数の増加要件の

緩和、雇用促進税制における質の高い雇用の促進等に資する優遇措置の更なる拡充、本税

制が適用されない圏域について現行の適用地域と支援内容に差を設けた措置を講ずること

の検討など、より実効性のある制度となるような制度の更なる拡充のほか、人材・人手の

確保やイノベーション環境の整備など企業の立地環境の向上に資する取組みへの財政支援

なども含めた企業の地方移転の促進、地方への定住・半定住の促進など、地方への人の流

れをつくるための税財政制度について幅広く検討すべきである。



地方における企業拠点の強化を促進する税制措置の延長・拡充（内閣府平成30年度税制改正要望） 内閣府H30税制改正要望
資料を基に富山県作成

東京一極集中を是正し、企業の本社機能移転等の加速化を図るため、地方拠点強化税制の延長及び拡充を図る

現 行

１ 制度全体の拡充

２ 移転事業の拡充

地方活力向上地域特定業務施
設整備計画の認定要件の緩和

移転先施設等で従業者数が10人（中小５人）以上増加 移転先施設等で従業者数が５人（中小２人）以上増加

雇用促進税制の適用要件
の緩和

単年度において全事業所の雇用者数が５人（中小２
人）以上増加

単年度において全事業所の雇用者数が１人以上増加

現行の要件又は税制適用期間において、移転先の特
定業務施設の雇用者が５人（中小２人）以上増加

かつ

雇用促進税制の適用人数
の緩和

全事業所の雇用者増加数が上限 支援対象地域の全事業所の雇用者増加数が上限

支援対象施設の拡充 本社機能（事務所、研究所、研修所）のみ 先端工場、物流拠点、職員住宅等を追加

拡 充 案

対象区域の緩和 道府県内の一部に限定 対象区域の限定を廃止

移転先施設の従業者増加数
の緩和

移転先施設の従業者数の過半数が東京23区からの
転勤者

移転先施設の従業者数の１／４が東京23区からの
転勤者

支援対象外区域の見直し 首都圏、中京圏、近畿圏
首都圏のみ
（中京圏、近畿圏を支援対象外から除外）

項 目

現 行 拡 充 案項 目



Ⅰ 地方創生の推進（続き）

３ 地方創生に資する大学改革に対する国の財政支援等

（略）また、「まち・ひと・しごと創生基本方針2017」においては、「東京23区の大学

の学部・学科の新増設を抑制することとし、具体的には、大学生の集中が進み続ける東

京23区においては、大学の定員増は認めないことを原則とする」とされるとともに、

「地方大学が、産学官連携の下、地域の中核的な産業の振興とその専門人材育成等の振

興計画であって、「地方版総合戦略」に位置付けられたものを策定する場合、モデルと

なる先進的な取組については、有識者の評価を経て、当該取組に対して重点的に支援す

る」とされたところである。

依然として続く東京一極集中を是正するためには、個々の地方団体の取組みだけでは

限界があることから、地方大学の振興及び東京23区の大学の定員増の抑制に関する施策

について、立法措置により制度化を図るべきである。

さらに、地方を担う多様な人材の育成や産学官連携による地域の中核的な産業振興を

促進するため、地方大学が地方団体や産業界との間でコンソーシアムを構築し、首長の

リーダーシップのもと、地域の中核的な産業の拡充と専門人材の育成に地域が一丸と

なって取り組む優れたプロジェクトやそのための施設整備等に対して、平成30年度の概

算要求において、「地方大学・地域産業創生交付金」（120億円、国３/４）の創設が盛

り込まれたところであるが、「まち・ひと・しごと創生基本方針2017」に基づき、国に

よる高率の財政支援制度である当該交付金については確実に制度化することをはじめ、

財政需要に対して適切な配慮がなされるべきである。



≪内閣府資料≫



Ⅰ 地方創生の推進（続き）

４ 人材投資及び幼児教育・保育の早期無償化等への対応

骨太の方針では、「幼児教育・保育の早期無償化や待機児童の解消に向け、財政の効

率化、税、新たな社会保険方式の活用を含め、安定的な財源確保の進め方を検討し、年

内に結論を得、高等教育を含め、社会全体で人材投資を抜本強化するための改革のあり

方についても早急に検討を進める」こととされ、また、「幼児教育について財源を確保

しながら段階的無償化を進める」とされたところである。

今後、幼児教育・保育の早期無償化等の検討や幼児教育無償化の段階的推進など教育

費の更なる負担軽減の取組みを進めるにあたっては、国の責任において、地方負担分も

含め安定財源をしっかりと確保すべきである。



Ⅰ 地方創生の推進（続き）

５ ふるさと納税及び企業版ふるさと納税の運用

ふるさとに対し貢献又は応援したいという納税者の思いを実現する観点から創設され
た「ふるさと納税制度」については、その積極的な活用により、地域に対する関心や愛
着を深め、交流人口拡大等のきっかけとして地域活性化や人口減少対策に資する効果も
あるが、返礼品の送付については、地方団体間の競争が過熱しているほか、一部の地方
団体において制度の趣旨に反するような返礼品が送付されているなどの指摘がなされて
いる。そのため、本年４月に総務大臣通知により寄附額に対する返礼品の調達価格の割
合等を含む返礼品のあり方が示され、制度の趣旨に反するような返礼品については、見
直し要請等も行われたところである。

今後、「ふるさと納税制度」を健全に発展させていくためにも、引き続き、制度本来
の趣旨、経済的利益の無償の供与であることを前提にふるさと納税に係る寄附金に通常
の寄附金控除に加えて特別控除が適用される仕組みであること等を踏まえ、金銭類似性
の高いもの、資産性の高いものの返礼品を送付する行為は行わないようにするなど、総
務大臣通知も踏まえつつ節度ある運用とすべきである。

また、平成28年度税制改正において創設された「地方創生応援税制（企業版ふるさと
納税）」については、国、地方団体のみならず企業が寄附を通じて地方創生に参画する
ことにより、地方創生を持続可能な取組みとするものであり、企業による創業地などへ
の貢献や地方創生に取り組む地方団体のインセンティブとなると期待できるが、引き続
き、寄附を行う企業に対する代償としての経済的利益の供与の禁止など、モラルハザー
ドにならないようにするとともに、地方の自主性と主体性を尊重し、弾力的に運用する
など実効性のある制度運用に努めるべきである。



第１ ふるさと納税の募集に関する基本的事項
寄附を受ける地方団体は、返礼品の送付を強調してふるさと納税を募集することを慎む一方、ふるさと納税の使途（寄附金の
使用目的）について、地域の実情に応じて創意工夫を図り、あらかじめ十分な周知を行って募集するとともに、寄附金を充当す
る事業の成果等について、公表や寄附者に対する報告を行うなど、ふるさと納税の目的等が明確に伝わるよう努めること。

第２ 返礼品のあり方
ふるさと納税について、寄附金が経済的利益の無償の供与であること、通常の寄附金控除に加えて特例控除が適用される制度
であることを踏まえ、各地方団体がふるさと納税に係る周知、募集等の事務を行う際には、次のように取り扱うこと。
１ 返礼品の価格等の表示について
「返礼品の価格」や「返礼品の価格の割合」（寄附額の何％相当など）の表示（各地方団体のウェブサイトや広報媒体等に
おける表示のみでなく、ふるさと納税事業を紹介する事業者等が運営する媒体における表示のための情報提供を含む。）など、
返礼品の送付が対価の提供との誤解を招きかねないような表示により寄附を募集する行為を行わないようにすること。

２ ふるさと納税の趣旨に反するような返礼品について
(1) 次に掲げるようなふるさと納税の趣旨に反するような返礼品は、換金の困難性、転売防止策の程度、地域への経済効果等

の如何にかかわらず、送付しないようにすること。
ア 金銭類似性の高いもの（プリペイドカード、商品券、電子マネー・ポイント・マイル、通信料金等）
※１ 使用対象となる地域や期間が限定されているものを含む。
※２ ふるさと納税事業を紹介する事業者等が付与するポイント等を含む。
イ 資産性の高いもの（電気・電子機器、家具、貴金属、宝飾品、時計、カメラ、ゴルフ用品、楽器、自転車等）
ウ 価格が高額のもの
エ 寄附額に対する返礼品の調達価格の割合（以下、「返礼割合」という。）の高いもの
(2) (1)エの返礼割合に関しては、社会通念に照らし良識の範囲内のものとし、少なくとも、返礼品として３割を超える返礼
割合のものを送付している地方団体においては、速やかに３割以下とすること。

（3） ふるさと納税の趣旨を踏まえ、各地方団体は、当該地方団体の住民に対し返礼品を送付しないようにすること。
第３ 一時所得について
ふるさと納税に係る寄附金控除の適用が、地方団体に対する寄附金額の全額（2,000円を除く。）について行われるのは、当該
寄附が経済的利益の無償の供与として行われており、返礼品の送付がある場合でも、それが寄附の対価としてではなく別途の行
為として行われているという事実関係であることが前提となっているものであるが、その場合においても、返礼品を送付する団
体は、当該返礼品を受け取った場合の経済的利益については一時所得に該当するものであることを返礼品の送付の際などに、寄
附者に対して周知すること。

第４ ふるさと納税の募集、周知等の事務に要する経費について
返礼品競争の過熱などを通じて、各地方団体において、返礼品の調達費用を含めふるさと納税の募集、周知等の事務に要する

経費が増えることは、財源に限りがある中で、住民福祉の増進のために必要とされる施策に充てられる地方団体の財源が実質的
に減少することに繋がることとなる。こうしたことから、各地方団体は、これらの経費の支出に当たっては、
第２の各事項に沿って対応するとともに、公益上の必要性等を十分精査すること。

ふるさと納税に係る返礼品の送付等について

（平成29年4月1日付総税市第28号 総務大臣より各都道府県知事あて）（抜粋）



Ⅰ 地方創生の推進（続き）

６ 魅力あふれる地域づくりのための税財源措置
（２）観光客増加と更なる観光客誘致への対応のための新たな税財源措置

国においては、訪日外国人旅行者数を2020年に4,000万人、2030年に6,000万人とし、

日本人国内旅行消費額を2020年に21兆円、2030年に22兆円とする目標の達成等により観

光先進国を目指すこととしている。特に、2020年東京オリンピック・パラリンピック競

技大会の開催等により、訪日外国人旅行者数の大幅な増加も見込まれるところである。

このような状況を踏まえ、政府の方針である観光立国の推進に地方としても対応して

いくとともに、観光を地方創生につなげていくためには、観光客の地方への訪問の増加

を図ることが必要であり、それに伴い、地方団体が提供する様々な公共サービスや国内

外の観光客の受入れに向けた環境整備など新たな行政需要が発生していることから、地

方における観光施策の実施のため、必要かつ十分な新たな税財源を確保する必要があり、

全国知事会においても後述（Ⅲ６参照）のとおり、その実現に向け幅広く検討を行い、

今後さらに検討を深めていくこととしているが、国においてもこうした動きに対して支

援していただきたい。



６ 新たな地方税源に向けた全国知事会としての取組み

地方への観光客増加と更なる観光客誘致への対応については、地方団体が提供する様々

な公共サービスや国内外の観光客の受入れに向けた環境整備等の財政需要に係る財源を確

保するため、新たな地方税として宿泊行為に対する課税を法定化することについて、引き

続き幅広く検討を深めていく必要がある。また、国では、平成29年６月９日に閣議決定さ

れた「未来投資戦略2017｣において、次世代の観光立国実現に向けて「今後さらに増加する

観光需要に対して高次元で観光施策を実行するために必要となる国の財源の確保策につい

て検討を行う」こととし、「検討に当たっては、他の観光先進国の取組も参考にしつつ、

観光立国の受益者の負担による方法により、観光施策に充てる財源を確保することを目指

す」方針であること等を踏まえ、平成30年度の税制改正要望において、国の財源の確保策

について、受益と負担の適正なあり方や訪日旅行需要への影響を勘案しつつ、諸外国の取

組みも参考に検討を行うべき旨の要望が盛り込まれたところであり、今後、ＯＥＣＤ諸国

に例があるように仮に到着・出発時や航空旅行に対して国税を課税する仕組みを構築する

際には、その税収の一定割合を地方譲与税として地方団体に配分することなどについても、

引き続き幅広く検討を深めていく必要がある。

これらの検討にあたっては、新たな税源の創設に向けて関係者の十分な理解を得るべく、

地方における観光資源等の魅力向上が観光客・宿泊客のさらなる増加等につながるといっ

た好循環が図られるよう十分留意する必要がある。

Ⅲ 税制抜本改革の推進等



平成２９年８月
平成３０年度国土交通省税制改正要望資料



次世代の観光立国実現に向けた観光財源のあり方検討会について

次世代の観光立国実現に向けた観光財源のあり方検討会

趣 旨

近年、訪日外国人旅行者数は急速に増加しており、2016年には2,404万人に拡大した。また、これに伴い、2016年の訪日
外国人旅行消費額は、３兆7,476億円となり、観光は、我が国の経済を支える産業へと成長しつつある。

このような中、「明日の日本を支える観光ビジョン」（2016年３月30日明日の日本を支える観光ビジョン構想会議決
定。）においては、2020年に訪日外国人旅行者数を4,000万人、2030年にそれぞれを6,000万人等とする目標を掲げている。

他方、今後さらに増加する観光需要に対して高次元で観光施策を実行するためには、さらなる財源が必要となることか
ら、新たな財源のあり方や確保策について、「次世代の観光立国実現に向けた財源のあり方検討会」を設置し、有識者に
よる検討を行う。

構成員

秋池 玲子 ボストンコンサルティンググループ シニア・パートナー＆マネージングディレクター
石井 至 有限会社石井兄弟社 取締役社長
大橋 弘 東京大学大学院経済学研究科 教授
デービッド・アトキンソン

株式会社小西美術工藝社 代表取締役社長
冨田 哲郎 一般社団法人日本経済団体連合会 観光委員長
中空 麻奈 BNPパリバ証券株式会社 投資調査本部長
林 信光 株式会社国際協力銀行 代表取締役専務取締役
山内 弘隆 一橋大学大学院商学研究科 教授
吉村 政穂 一橋大学大学院国際企業戦略研究科 教授

検討会
における
検討状況

第１回
（H29.9.15）

論点提示

第２回
（H29.9.28）

関係業界等からのヒアリング①（航空業界）

第３回
（H29.10.5）

関係業界等からのヒアリング②（地方自治体、旅行業界、宿泊業界、海運業界 等）

その後の予定 論点整理を経て、秋頃に中間取りまとめ

観光庁資料より



Ⅳ 地方の安定的な財政運営に必要な地方一般財源総額の確保等

１ 地方一般財源総額の確保等

（略）また、平成30年度の概算要求では、地方一般財源総額は、平成29年度地方財政計

画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保することとし、仮置きの計数としつつ、

社会保障関係費の増等を踏まえ平成29年度を0.4兆円上回る62.5兆円を確保するとされ

た。一方、地方交付税と臨時財政対策債を合わせた実質的な地方交付税総額は20.5兆円

で前年度比0.1兆円の増とされたが、地方交付税については、入口ベースでは前年度と

同程度となっているものの、交付税特別会計剰余金の活用が見込めないことなどにより、

出口ベースでは15.9兆円で前年度比0.4兆円の減とされ、臨時財政対策債については、

4.6兆円で前年度比0.5兆円の増となっていることから、今回の地方財政対策は特に厳し

い折衝となるものと考えられる。

平成30年度においては、東日本大震災の復興財源を別枠扱いとしたうえで、上記のよ

うな地方財政の状況を踏まえ、社会保障関係費の財源や臨時財政対策債の償還財源はも

とより、地方が責任をもって、地方創生・人口減少対策をはじめ、地域経済活性化・雇

用対策、人づくり、国土強靱化のための防災・減災事業など、地方の実情に沿ったきめ

細かな行政サービスを十分担えるよう、地方単独事業も含め、地方財政計画に的確に反

映し、安定的な財政運営に必要な地方一般財源総額を確保すべきである。特に、近年の

様々な自然災害の多発、大規模化の状況を踏まえ、防災・減災対策のための事業費や、

喫緊の課題である地方創生の事業費及び財源は、重点的に確保すべきである。



給与関係

経費
20.3

給与関係

経費
23.7

社会保障

関係費
18.2

社会保障

関係費
6.9

社保以外
18.4

社保以外
13.7

投資的経費
11.4

投資的経費
27.2

公債費
12.6

公債費
12.8

その他
5.7

その他
5.1

平成29年度
86.6兆円

平成13年度
89.3兆円
（歳出の

ピーク時）

【地方財政計画の推移】一般行政経費

職員給等

20.4

職員給等

24.6

退

手
2.1

退

手
2.2

社会保障

関係費
24.3

社会保障

関係費
14.2

社保以外
21.1

社保以外
20.6

投資的経費
12.8

投資的経費
23.0

公債費
12.9 

公債費
12.8 

平成27年度
94.6兆円

平成13年度
97.4兆円

【地方財政決算の推移】

▲4.2兆円 ＋11.0兆円 ▲10.2兆円

(注)社会保障関係費は、一般行政経費（単独分）相当分（乳幼児・妊産婦医療費助成、保育料軽減
事業費補助金など地方独自の取組み）を含む。なお、東日本大震災分を除いている。

(注)内訳が公表されていない一般行政経費（単独分）に係る社会保障関係費は、社保以外に算入。

▲15.8兆円＋11.3兆円▲3.4兆円

一般行政経費等

国を大きく上回る行財政改革の実施

○社会保障関係費が増加する中で、給与関係経費や投資的経費を大幅に削減。



（単位：兆円）

Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ29-H19

22.5 22.2 22.1 21.7 21.3 21.0 19.7 20.3 20.3 20.3 20.3 ▲ 2.2

26.2 26.5 27.3 29.4 30.8 31.1 31.8 33.2 35.1 35.8 36.6 10.4

補 助 事 業 11.2 11.6 12.3 14.4 15.7 15.9 16.4 17.4 18.5 19.0 19.8 8.6

単 独 事 業 14.0 13.8 13.8 13.8 13.9 13.8 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 0.1

まち・ひと・しごと創生事業費 1.0 1.0 1.0 1.0

重 点 課 題 対 応 分 0.3 0.3 0.3

0.4 0.9 1.4 1.5 1.5 1.5 1.2 0.8 0.4 0.2 0.2

13.1 13.4 13.3 13.4 13.2 13.1 13.1 13.1 13.0 12.8 12.6 ▲ 0.5

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.2 1.2 1.3 0.3

15.2 14.8 14.1 11.9 11.3 10.9 10.7 11.0 11.0 11.2 11.4 ▲ 3.8

0.8 0.0

2.7 2.6 2.7 2.7 2.7 2.7 2.6 2.6 2.5 2.5 2.5 ▲ 0.2

2.4 2.5 1.3 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 1.4 1.5 1.8 ▲ 0.6

83.1 83.4 82.6 82.1 82.5 81.9 81.9 83.4 85.3 85.8 86.6 3.5

歳 出 特 別 枠

一 般 行 政 経 費

給 与 関 係 経 費

区　　分

給与の臨時特例対応分

公 債 費

歳 出 合 計

不交付団体水準超経費

投 資 的 経 費

公 営 企 業 繰 出 金

維 持 補 修 費

地方財政計画（歳出）の推移

※四捨五入により計が一致しないところがある



地方財政計画の歳出（一般行政経費）の分析

≪総務省資料を基に作成≫

単独は社会保障関係
費を含めて、この10年
間ほぼ横ばい

高齢化の進展等に
伴う社会保障関係費
（補助）が年々増加

（兆円）

○一般行政経費の増加要因は、主に社会保障に関する国庫補助事業の増。
○一般行政経費（単独）はほぼ横ばい。

一般行政経費（総額）

一般行政経費（補助（社会保障））（※３）

一般行政経費（補助（その他））

一般行政経費（単独）（※２）
一体乖離是正（※１）

※１ 平成17～19年度にかけて、決算対比計画額が過小であった一般行政経費（単独）の加算をする一方、投資的経費（単独）の縮減を同時に実施。
※２ 一般行政経費（単独）のうち、地域の元気創造事業費（H26）、まち・ひと・しごと創生事業費（H27、28、H29）を除く。
※３ 一般行政経費（補助（社会保障））は、一般行政経費のうち、生活保護費、児童保護費、障害者自立支援給付費、介護給付費、児童手当（子どものための金銭給
付交付金）、老人医療給付費、国民健康保険・後期高齢者医療制度関係事業費、保険基盤安定等負担金、臨時福祉給付金給付事業費補助金の合計額の推移
を示したもの。

H29地財計画
総額：86.6兆円
（対前年度比
＋0.9兆円）

H27
85.3兆円
（＋1.9兆円）

H20
83.4兆円
（＋0.3兆円)

H17
83.8兆円
（▲0.9兆円)

H22
82.1兆円
（▲0.5兆円)

H23
82.5兆円
（＋0.4兆円)

H24
81.9兆円
（▲0.6兆円)

H25
81.9兆円
（－兆円）

H26
83.4兆円
（＋1.5兆円)

H21
82.6兆円
（▲0.8兆円)

H18
83.2兆円
（▲0.6兆円）

H19
83.1兆円
（▲0.1兆円)

H28
85.8兆円
（＋0.5兆円）



平成３０年度地方交付税の概算要求の概要

（総務省資料をもとに作成）

【要求の考え方】

○ 「経済財政運営と改革の基本方針2015」で示された「経済・財政再生計画」を踏まえ、交付団体を

はじめ地方の安定的な財政運営に必要となる一般財源の総額について、平成29年度地方財政計画の

水準を下回らないよう実質的に同水準を確保

○ 地方交付税については、本来の役割が適切に発揮されるよう総額を確保することとし15.9兆円を

要求するとともに、交付税率の引上げを事項要求

○ 東日本大震災の復旧・復興事業等について、通常収支とは別枠で整理し、地方の所要の事業費及び

財源を確実に確保

【要求内容】

（1） 財源不足の補 については、平成29年度から平成31年度における財源不足を折半で補 するルール

に基づき、臨時財政対策特例加算（0.7兆円）を行う。

（2） 平成30年度において、引き続き巨額の財源不足が生じ、平成8年度以来23年連続して地方交付税法

第6条の3第2項の規定に該当することが見込まれることから、同項に基づく交付税率の引上げに

ついて事項要求する。

（3） 東日本大震災に係る地方の復旧・復興事業等に係る財源の確保については、事項要求とする。

（4） この概算要求は、仮置きの計数であり、経済情勢の推移、税制改正の内容、国の予算編成の動向等

を踏まえ、地方財政の状況等について検討を加え、予算編成過程で調整する。

【上記に基づく概算要求の姿】
○ 地方交付税（地方団体への交付ベース）

15兆9,264億円＋事項要求 （H29 16兆3,298億円）
（H29比 △4,034億円）

（参考）一般財源総額見込み 62.5兆円程度（H29 62兆803億円）



平成３０年度地方財政収支の仮試算【概算要求時】

（総務省資料をもとに作成）



平成３０年度地方交付税算定基礎【概算要求時】

（総務省資料をもとに作成）



Ⅳ 地方の安定的な財政運営に必要な地方一般財源総額の確保等（続き）

１ 地方一般財源総額の確保等

（２）地方の基金残高の増加に係る対応

近年、財政調整基金をはじめとする基金残高が増加していることから、各地方団体
の基金残高の増加要因を分析し、国・地方を通じた財政資金の効率的配分に向けて、
地方財政計画への反映につなげていくべきとの議論がある。また、骨太の方針では、
「地方公共団体の基金について、総務省は、各地方公共団体における状況を調査し、
団体による積立金の現在高や増加幅の程度の差異を含め、その増加の背景・要因を把
握・分析する」こととされている。

地方における近年の財政調整基金の増加は、地方では国を大きく上回る行財政改革
や歳出抑制の努力を行うなかで、災害や将来の税収の変動、社会保障等に要する経費
の増嵩に備えた財政運営の年度間調整の取組みの現れであり、また、地方は国と異な
り、金融・経済政策・税制等の広範な権限を有しておらず、赤字地方債の発行権限が
限定されていることから、大規模な災害や経済不況による税収減等不測の事態により
生ずる財源不足については、歳出の削減や基金の取崩し等により収支均衡を図るほか
ないことを十分踏まえるべきである。各地方団体においては、地域の実情を踏まえて、
各々の責任と判断で財政運営を行っているが、地方交付税が法定率の引上げによる制
度本来の運用が行われないまま毎年度財源手当がなされるなど、財政運営上の予見が
困難な状況の下、地方団体自らが基金の積立て等により年度間調整をせざるを得ない
のであり、地方の基金残高が増加していることをもって地方財政に余裕があるかのよ
うな議論は妥当ではなく、断じて容認できない。



○ 平成29年６月 全都道府県に対してアンケートを実施し、全ての都道府県からの回答を集計。

「基金の積立状況等」に関するアンケート結果①

（注）東日本大震災関係の基金残高はその他特定目的基金から控除している。

１．各都道府県における基金の積立状況

②国施策による基金 0.4兆円

①果実運用形基金 0.4兆円

③上記以外の基金 1.3兆円

②国施策による基金 0.9兆円

①果実運用形基金 0.3兆円

③上記以外の基金 2.9兆円

②国施策による基金 0.9兆円

①果実運用形基金 0.3兆円

③上記以外の基金 3.1兆円



Ⅳ 地方の安定的な財政運営に必要な地方一般財源総額の確保等（続き）

１ 地方一般財源総額の確保等

（３）歳出特別枠の実質的な堅持

（略）地方歳出は、地方財政計画ベースでは歳出特別枠を含めてもピーク時に比べて
減少しており、人口減少・少子高齢化に伴う社会保障関係費の自然増や少子化対策へ
の対応、地域経済活性化・雇用対策に係る歳出を地方の給与関係経費や投資的経費の
削減などで吸収し、また、特別枠で実質的に確保してきたと言える。そもそも地方が
国の法令等により義務的に実施する事業や住民生活を守るために必要な地方単独事業
の財政需要については、地方財政計画において明確に措置すべきであり、これまで特
別枠が果たしてきた役割を踏まえ、歳出特別枠を実質的に確保し、必要な歳出を確実
に計上すべきである。

（５）臨時財政対策債の縮減と償還財源の確保

平成30年度の概算要求において、交付税率の引上げについて事項要求されていると
ころであるが、累増する臨時財政対策債については、極めて厳しい地方財政の現状等
を踏まえ、臨時財政対策債の廃止や地方交付税の法定率の引上げを含めた抜本的な改
革等を行うべきであり、臨時財政対策債に頼らず、安定的に交付税総額の確保を図る
べきである。また、その償還額が累増していることを踏まえ、発行額の縮減に努める
とともに、償還財源を確実に確保すべきである。



Ⅳ 地方の安定的な財政運営に必要な地方一般財源総額の確保等（続き）

２ 成長と分配の好循環等に向けた取組み

（２）国土強靱化対策の推進及び多重・分散型国土軸の形成

（略）緊急防災・減災事業費については、地方が引き続き喫緊の課題である防災・減災対
策に取り組めるよう、対象事業を拡充したうえで、東日本大震災に係る復興・創生期間で
ある平成32年度まで継続することとし、平成29年度は5,000億円が計上されたところであ
るが、国民の生命・財産を守り、我が国の経済社会活動を将来にわたって維持・発展させ
るために、地域の防災力を強化するための施設整備、災害に強いまちづくりのための事業
等の地方単独事業に係る緊急防災・減災事業債については、地方の実情を踏まえ拡充する
ほか、国土強靱化と防災・減災を加速するための財源を当初予算において安定的・継続的
に十分確保すべきである。

特に、住宅の耐震化については、全国的な課題であることに鑑み、耐震対策の重要性と
緊急性を広く国民に対し、国により積極的かつ継続的に啓発を行うとともに、住宅所有者
の費用負担を軽減するため、十分な財政措置を講ずるなど、住宅耐震対策の抜本的な強化
を図るべきである。

（略）さらに、平成29年度に創設された公共施設等適正管理推進事業費については、地方
において、公共施設等総合管理計画に基づく個別施設の維持管理、更新等に係る具体的な
取組みが本格化することから、対象施設を拡充のうえ、引き続き十分な財源を確保すべき
である。

（３）道路の整備促進等

平成29年度までとされている｢道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律｣
等に定める国の負担又は補助割合のかさ上げ措置については､平成30年度以降も継続する
とともに､必要な道路整備の推進が図れるよう更なる拡充等の措置を講ずるべきである。



Ⅲ 税制抜本改革の推進等

１ 消費税・地方消費税率引上げの再延期に伴う対応等

（１）社会保障に係る地方財源の確保

消費税・地方消費税率の引上げによる増収分は、子ども・子育て支援や医療・介護の充

実に向けた施策の実施等の社会保障の充実や安定化などに充てることとされており、税率

引上げの再延期により、これらの施策は税率引上げまでその財源を失うことになる。

消費税・地方消費税率の引上げ分は、地方交付税原資分も含めるとその約３割が地方の

社会保障財源であることから、地方が必要な住民サービスを十分かつ安定的に提供し、地

方財政の運営に支障を生じないよう、地方交付税原資分も含め必要な財政措置を確実に講

ずるべきである。なお、その際、地方に負担を転嫁するような制度改正等を行うことが

あってはならない。



○消費税 6.3％
国分 4.90％
交付税分 1.40％

○地方消費税 1.7％

地方分
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４％
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税

消費税率（国・地方）８％時（平成26年４月～）
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○地方消費税 2.2％
（地方分3.10％） （地方分3.72％）
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）

地方交付税分
1.18％

地方消費税
１％

消費税
（国分2.82％）

地方交付税分
1.18％

地方消費税
１％

消費税
（国分2.82％）

消費税率（国・地方）５％時（～平成26年３月）



平成29年度の社会保障の充実・安定化について 平成２８年１２月

厚生労働省資料



Ⅲ 税制抜本改革の推進等（続き）

２ 「人口」を重視した地方消費税の清算基準の見直し

平成30年度税制改正に向けて、清算基準の見直しにあたっては、料理飲食等消費税等を

整理統合して地方消費税が創設されたことや社会保障財源を確保するため地方消費税率を

引き上げる経緯、近年の社会経済情勢の変化等に留意しつつ、統計改革の動きも踏まえ地

方消費税に係る税収の最終的な帰属地と最終消費地を一致させることを目的として統計

データの利用方法等の見直しを進め、可能な限り経済活動の実態を踏まえたものとすると

ともに、商業統計や経済センサス活動調査において正確に都道府県別の最終消費を把握で

きない場合に、消費代替指標として「人口」を用いること等により、算定における「人

口」の比率を高める方向で見直すことを検討すべきである。



地方消費税及び森林吸収源対策税制に関する検討会について

地方消費税に関する検討会 森林吸収源対策税制に関する検討会

趣旨
(抜粋)

地方消費税の清算基準等について検討を進める。
市町村が主体となって実施する森林整備等に必要財源に充てるための森林環

境税(仮称)の創設に向けて、具体的な仕組み等について総合的な検討を行う。

構成員

（地方財政審議会委員）
堀場 勇夫 会長
植木 利幸
鎌田 司
中村 玲子
宗田 友子

（地方財政審議会特別委員） ◎は座長
上村 敏之 関西学院大学学長補佐・経済学部教授
関口 智 立教大学経済学部教授
辻 琢也 一橋大学理事・副学長
中里 透 上智大学経済学部准教授
林 正義 東京大学大学院経済学研究科教授

◎持田 信樹 東京大学大学院経済学研究科・研究科長／経済学部長
望月 正光 関東学院大学経済学部教授
吉村 政穂 一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授

（地方公共団体関係者）
石井 隆一 富山県知事（全国知事会地方税財政常任委員会委員長）
髙橋 正樹 富山県高岡市長（全国市長会都市税制調査委員会委員長）
遠藤 栄作 福島県鏡石町長（全国町村会財政委員会副委員長）

（地方財政審議会委員）
堀場 勇夫 会長
植木 利幸
鎌田 司
中村 玲子
宗田 友子

（地方財政審議会特別委員） ◎は座長
神山 弘行 一橋大学大学院法学研究科准教授

◎小西 砂千夫 関西学院大学大学院経済学研究科・人間福祉学部教授
佐藤 英明 慶應義塾大学大学院法務研究科教授
勢一 智子 西南学院大学法学部教授
土屋 俊幸 東京農工大学大学院農学研究院教授
林 宏昭 関西大学経済学部教授
諸富 徹 京都大学大学院経済学研究科教授

（地方公共団体関係者）
村井 嘉浩 宮城県知事（全国知事会地方税財政常任委員会委員）
本間 源基 茨城県ひたちなか市長（全国市長会都市税制調査委員会

副委員長）
清水 雅文 愛媛県愛南町長（全国町村会財政委員会副委員長）

検討会
における
検討状況

第１回
（H29.4.25）

① 地方消費税の清算基準について（制度概要、最近の動向等）
② 自由討議

第１回
（H29.4.21）

① 森林吸収源対策税制について（検討経緯等）
② 自由討議

第２回
（H29.6.2）

① 各種統計の現状 ② 過去の研究の概要
③ 統計改革と地方消費税の清算基準の関係

第２回
（H29.5.9）

① 林野庁からのヒアリング

第３回
（H29.6.23）

① 地方政府の付加価値税・売上税等に関する外国事例
② カナダHSTの州への配分について

第３回
（H29.6.22）

① 論点の整理 ② 自由討議

第４回
（H29.7.25）

① 統計による最終消費の捉え方
第４回

（H29.7.6）
① 論点の整理 ② 自由討議

第５回
（H29.9.22）

① 論点の整理
第５回

（H29.8.8）
① 平成29年７月九州北部豪雨について ② 論点の整理
③ 自由討議

第６回
（日程調整中）

① 論点の整理
第６回

（日程調整中）
① 論点の整理

今後の予定 秋頃 検討会としての取りまとめ 今後の予定 秋頃 検討会としての取りまとめ

総務省資料より



地方消費税の清算基準の見直し

＜平成27年度改正における見直し内容＞

① サービス業に係る統計について、平成24年経済センサス活動調査に基づく調査に置き換えるととも
に、事業者の所在地で計上されていると考えられる情報通信業等を除外する。

② 人口及び従業者数を用いる割合について、人口・従業者数ともに12.5％ずつから、人口15％、従業
者数10％に変更する。

＜平成29年度改正における見直し内容＞

① 平成26年商業統計の小売年間販売額へのデータ更新を行う際に、事業者の所在地で計上されてい
ると考えられる通信・カタログ販売、インターネット販売を除外する。

② 人口及び従業者数を用いる割合について、人口15％、従業者数10％から、人口17.5％、従業者数
7.5％に変更する。

《29改正後》

指　　　標 ウエイト 指　　　標 ウエイト ウエイト

 「小売年間販売額（商業統計本調査）」  「小売年間販売額（商業統計本調査）」

 ｢サービス業対個人事業収入額  ｢サービス業対個人事業収入額

 （サービス業基本調査）」  （経済センサス活動調査）」

 の合算額  の合算額

 「人口（国勢調査）」 12.5％  「人口（国勢調査）」 15％ 17.5％

 「従業者数（経済センサス基礎調査）」 12.5％  「従業者数（経済センサス基礎調査）」 10％ 7.5％

75％75％ 75％

《27改正前》 《27改正後》



「平成29年度税制改正大綱」 (H28.12.8 自由民主党 公明党） （抜粋）

第二 平成29年度税制改正の具体的内容

四 消費課税

５ その他

（地方税）

（1）地方消費税の清算基準について、次の見直しを行う。

①消費に相当する額の75％のウエイトを占める小売年間販売額及びサービス業対個人事業収入

額のうち、小売年間販売額について、商業統計の「小売計」のうち「年間商品販売額」の欄

の額から、「通信・カタログ販売」及び「インターネット販売」による「年間商品販売額」

の欄の額を除外した額とする。

②消費に相当する額の25％のウエイトを占める人口及び従業者数について、その割合を３：２

から７：３に変更する。

（注）上記の改正は、平成29年４月１日以後に行われる地方消費税の清算について適用する。

第三 検討事項

14 地方消費税の清算基準については、平成30年度税制改正に向けて、地方消費税の税収を最終消費

地の都道府県により適切に帰属させるため、地方公共団体の意見を踏まえつつ、統計データの利用

方法等の見直しを進めるとともに、必要に応じ人口の比率を高めるなど、抜本的な方策を検討し、

結論を得る



Ⅲ 税制抜本改革の推進等（続き）

３ 森林吸収源対策のための税財源の確保
森林整備等については、これまで、各都道府県が林業技術職員等を育成・配置し、各地

域において積極的な役割を果たしてきた経緯がある。平成29年度大綱に基づいて、国にお

いては、森林所有者等に代わって間伐を実施する等の新たな業務を市町村の役割として位

置づける方向で森林関係法令の見直しに向けた検討が進められているが、多くの市町村に

おいて、林業技術職員等の確保・育成・配置に時間を要することや森林整備の担い手不足

等の課題に対応する必要があること等を踏まえれば、市町村が単独で新たな業務を実施す

る体制を早期に構築することができるかについては実務的な面を中心に課題が多いと懸念

される。したがって、森林関係法令の見直しにあたっては、課題のある市町村の体制強化

に向けた支援や市町村間の広域的な調整、市町村の補完的な役割等を都道府県の業務とし

て位置づけるほか、市町村の求め等に応じて都道府県が当該事務の全部又は一部を代行す

ることができる仕組みを導入するなど、これまでの経緯や市町村の実情を踏まえて新たな

森林整備等の業務に係る都道府県及び市町村の役割分担を明確化すべきである。また、森

林環境税（仮称）については、個人住民税均等割の枠組みの活用を検討するのであれば、

理念的には地方共同税的な性格を有するものと位置づけ、その税収について全額を地方団

体に配分するとともに、都道府県及び市町村の新たな役割分担に応じて配分するなど、都

道府県に対する税財源の確保について適切な措置を講ずるべきである。その際、住民の理

解が得られるよう丁寧な説明等に努めるとともに、森林環境税（仮称）の使途については、

地方の意見を踏まえて、現在、都道府県を中心として独自に課税している森林環境税等へ

の影響が生じないようにしっかりと調整すべきである。



森林環境税(仮称)の制度設計に関するアンケート結果

○ 平成29年６月 全都道府県に対して調査を実施（全都道府県から回答あり）

（１）都道府県及び市町村における林業技術職員数について（概数）

（２）市町村における林業技術職員の配置等森林整備体制について

・ 市町村主体で実施できるかは不安であり、市町村側の体制整備には一定の時間を要するのではないかと見込んでいる 43

・ 現時点で市町村主体で実施できるかは不安であるが、市町村側の体制整備も進むと見込んでいる 3

・ 市町村主体で十分実施できる体制が整備されるものと考える 0

（人）

全市町村数
林業技術職員
配置市町村数

林業技術
職員数計

１団体あたりの
林業技術職員数

都道府県 7,788 165.7

市町村 1,741 69 193 0.1

（３）都道府県の役割について

・ 市町村の体制を勘案すると、森林整備全体の広域的または補完的役割など相当程度の役割の増加を想定 34

・ 民間による市町村の支援体制強化のコーディネートなど、一定の役割の増加を想定 5

・ 市町村の体制整備等により、都道府県の役割はほとんど変わらないと想定（現在の事務の範囲内） 0

・ その他 （具体的な制度設計が明らかになっていない現段階において判断することは困難 等） 8

（４）都道府県の役割増加への対応について

・ 今後の森林関連法令の見直しにあたって、都道府県の役割を明確化するとともに、その役割に応じて森林環境税(仮

称)の税収の一部を都道府県に配分するなど都道府県の税財源の確保につき適切な措置を講ずるべき
31

・ 森林関連法令の見直しにあたって、都道府県が市町村の役割を代行できることとするとともに、森林環境税(仮称)の税収を一旦

都道府県に配分し、都道府県と市町村の協議等によりその使途を決定すべき
4

・ 森林環境税(仮称)の税収の全額を森林整備において新たな役割を担う市町村に配分すべき 2

・ その他 （具体的な制度設計が明らかになっていない現段階において判断することは困難 等） 10



（平成 年 月 日現在）

森林環境・水源環境の保全を目的とした超過課税の実施状況
（平成28年11月30日現在）

● 地方団体では、課税自主権を活用し、森林環境・水源環境の保全を目的とした超過課税を行っている。

● 都道府県では37団体、市町村では１団体（横浜市）が実施。

● 対象税目・税率・使途等については、地方団体が住民の理解を得ながらそれぞれ独自に決定している。

〔税目〕個人住民税及び法人住民税

〔税率〕個人住民税均等割：年額 300円～1,200円を上乗せ（38団体）、個人住民税所得割に0.025％を上乗せ（１団体）
法人住民税均等割：年額 500円～270,000円を上乗せ（35団体）

●税収規模：319.0億円（平成27年度決算額）

団体名
個人住民税 法人住民税

税収
合計

税率
（超過分）

税収
（超過分）

税率
（超過分）

税収
（超過分）

岩手県 1,000円 5.9億円 2,000円～80,000円 1.5億円 7.4億円

宮城県 1,200円 12.9億円 2,000円～80,000円 3.5億円 16.4億円

秋田県 800円 3.7億円 1,600円～64,000円 0.9億円 4.6億円

山形県 1,000円 5.4億円 2,000円～80,000円 1.2億円 6.6億円

福島県 1,000円 9.1億円 2,000円～80,000円 2.1億円 11.2億円

茨城県 1,000円 14.7億円 2,000円～80,000円 2.7億円 17.5億円

栃木県 700円 6.8億円 1,400円～56,000円 1.6億円 8.4億円

群馬県 700円 6.7億円 1,400円～56,000円 1.6億円 8.3億円

神奈川県

300円 13.3億円 － －

38.9億円0.025%
25.6億円 － －

（所得割）

富山県 500円 2.8億円 1,000円～80,000円 0.9億円 3.7億円

石川県 500円 2.8億円 1,000円～40,000円 0.9億円 3.7億円

山梨県 500円 2.1億円 1,000円～40,000円 0.6億円 2.7億円

長野県 500円 5.4億円 1,000円～40,000円 1.3億円 6.7億円

岐阜県 1,000円 10.0億円 2,000円～80,000円 2.0億円 12.0億円

静岡県 400円 7.9億円 1,000円～40,000円 1.9億円 9.8億円

愛知県 500円 18.6億円 1,000円～40,000円 3.8億円 22.4億円

三重県 1,000円 8.7億円 2,000円～80,000円 1.8億円 10.5億円

滋賀県 800円 5.4億円 2,200円～88,000円 1.6億円 7.0億円

京都府 600円 － － － －

大阪府 300円 － － － －

兵庫県 800円 20.1億円 2,000円～80,000円 4.4億円 24.5億円

団体名
個人住民税 法人住民税

税収
合計

税率
（超過分）

税収
（超過分）

税率
（超過分）

税収
（超過分）

奈良県 500円 3.1億円 1,000円～40,000円 0.6億円 3.7億円

和歌山県 500円 2.2億円 1,000円～40,000円 0.5億円 2.7億円

鳥取県 500円 1.4億円 1,000円～40,000円 0.4億円 1.8億円

島根県 500円 1.7億円 1,000円～40,000円 0.4億円 2.1億円

岡山県 500円 4.4億円 1,000円～40,000円 1.1億円 5.5億円

広島県 500円 6.6億円 1,000円～40,000円 1.8億円 8.4億円

山口県 500円 3.3億円 1,000円～40,000円 0.7億円 4.0億円

愛媛県 700円 4.3億円 1,400円～56,000円 1.1億円 5.4億円

高知県 500円 1.6億円 一律500円 0.1億円 1.7億円

福岡県 500円 11.0億円 1,000円～40,000円 2.7億円 13.7億円

佐賀県 500円 1.9億円 1,000円～40,000円 0.5億円 2.4億円

長崎県 500円 3.2億円 1,000円～40,000円 0.6億円 3.8億円

熊本県 500円 4.0億円 1,000円～40,000円 0.9億円 4.9億円

大分県 500円 2.6億円 1,000円～40,000円 0.7億円 3.3億円

宮崎県 500円 2.5億円 1,000円～40,000円 0.6億円 3.1億円

鹿児島県 500円 3.6億円 1,000円～40,000円 0.8億円 4.4億円

横浜市 900円 16.5億円 4,500円～270,000円 9.8億円 26.3億円

計 － 262.0億円 － 57.0億円 319.0億円

標準税率 個人県民税 均等割：年額1,500円、所得割： 4％
(H28) 法人県民税 均等割：資本金等の額に応じ、20,000円～800,000円

個人市民税 均等割：年額3,500円、所得割： 6％
法人市民税 均等割：資本金等の額に応じ、50,000円～3,000,000円

※個人道府県民税及び個人市民税については、復興財源確保のため、標準税率を各500円引き上げている。

※京都府及び大阪府は平成28年度から超過課税を実施しているため、税収の欄は「－」と記載。

H 2 9 . 4 . 2 1

第１回森林吸収源

対策税制に関する

検討会資料より



Ⅲ 税制抜本改革の推進等（続き）

５ ゴルフ場利用税の堅持

ゴルフ場利用税については、平成29年度大綱において「ゴルフ場利用税については、今

後長期的に検討する。」とされ、初めて今後の検討事項に位置づけられた。

ゴルフ場利用税は、アクセス道路の整備・維持管理、廃棄物処理、地滑り対策等の災害

防止対策、消防・救急など、所在都道府県及び市町村が行う特有の行政需要に対応してい

ることに加え、ゴルフ場利用税等を活用して、ゴルフをはじめとする各種スポーツの振興

に積極的に取り組んでいること、域外から来訪する担税力のあるゴルフ場利用者が受益に

応じて負担していること、その税収の３割はゴルフ場所在の都道府県の貴重な財源となっ

ているとともに、その７割は所在市町村に交付金として交付され、財源に乏しい中山間地

域をはじめとする市町村の貴重な財源となっていること等を踏まえ、引き続き現行制度を

堅持すべきである。



ゴルフ場利用税について

○ ゴルフ場利用税の概要

１．課税主体及び ： 都道府県が課税し、収入額のうち１０分の７に相当する額を、ゴルフ場利用税を納入した

交付団体 ゴルフ場が所在する市町村に交付

２．納税義務者 ： ゴルフ場の利用者

（１８歳未満・７０歳以上・障害者、国体のゴルフ競技や学校の教育活動は非課税）

３．税率 ：標準税率１人１日につき８００円（制限税率：１，２００円）

ゴルフ場の整備状況等に応じて、税率に差を設けることができる。

１人１日平均税額６５９円（非課税者を除く。）。（H２７年度の状況）

４．税収額 ： ４７５億円（うち市町村への交付額：３３２億円）【平成27年度決算額】

○ ゴルフ場利用税に係る現行制度の堅持要望

・ 地方創生を推進するための財源が必要とされる中で、ゴルフ場利用税収の７割が市町村に交付されており、特に

財源に乏しく山林原野の多い市町村の貴重な財源。

・ ゴルフ場所在市町村は、アクセス道路の維持管理をはじめとするゴルフ場関連の行政サービスを提供。ゴルファー

の大多数が域外から来訪し、また、担税力のあることからその費用負担を求める仕組みは合理的。

・ 平成15年度に、18歳未満の年少者や70歳以上の高齢者等に非課税措置を設け、ゴルフ人口の裾野の拡大や生

涯スポーツの実現にも十分に配慮。

○ 平成29年度与党税制改正大綱（H28.12.8 自由民主党・公明党）

第三 検討事項

15 ゴルフ場利用税については、今後長期的に検討する



Ⅲ 税制抜本改革の推進等（続き）

７ 地方税の電子申告・電子納税の推進

地方税における電子申告・電子納税は、納税者の利便性向上と地方団体等の事務負担軽

減に資するものであり、今後一層の推進を図る必要がある。

電子申告については、全地方団体が対応しており、引き続き利用率の向上に取り組むべ

きである。

また、電子納税については、平成29年度大綱を踏まえ、納税者の利便性向上につながる

よう、国や地方税電子化協議会を中心に、地方税の電子申告システム（eLTAX）の仕組みを

活用した全地方団体で共同利用する共通電子納税システムの導入の準備を進めているとこ

ろであり、その導入に必要な制度上の措置を講ずるべきである。その際、地方団体のガバ

ナンスの下で、安全かつ確実に共同収納が実施されるよう、その運営主体（地方税電子化

協議会）についても必要な制度上の措置を講ずるべきである。



「平成29年度税制改正大綱」 (H28.12.8 自由民主党 公明党） <抜粋>

第二 その他

(6) 電子納税の推進については、与党税制改正大綱の第一「基本的考え方」において、「地方税にお

ける電子納税の推進のため、地方公共団体が共同で収納を行う方策について、地方公共団体の意向

に十分配慮しつつ、検討を行う。」とされたところであり、今後、（一社）地方税電子化協議会を

中心に実務的な検討が進められる見込みであることから、その動向にご留意いただきたいこと。

平成２９年度地方税制改正・地方税務行政の運営に当たっての留意事項等について
（H29.1.23 総務省自治税務局） <抜粋>

第一 平成29年度税制改正の基本的考え方

８ 円滑・適正な納税のための環境整備

地方税における電子納税の推進のため、地方公共団体が共同で収納を行う方策について、地方公

共団体の意向に十分配慮しつつ、検討を行う。



【各論】Ⅰ 地方税制度（個別税目）の見直し等（昨年11月提案からの主な変更点）

９ 軽油引取税の課税免除措置

今年度末に適用期限が到来する軽油引取税の課税免除措置については、既存の免除対
象の事業活動への影響に十分配慮したうえで、軽油引取税が道路特定財源から一般財源
化された経緯等を踏まえ検討すること。

10 固定資産税の安定的確保

固定資産税については、地方団体の重要な基幹税目であることから、平成30
年度の評価替えにあたって、土地の負担調整措置等について、近年の地価の動
向等社会経済情勢の変化を踏まえ、負担の公平化を図る観点から見直すととも
に、厳しい地方団体の財政状況を踏まえ、様々な軽減措置を見直すことなどに
より、その安定的確保を図ること。また、償却資産に係る固定資産税について
は、償却資産の保有と市町村の行政サービスとの受益関係に着目して課するも
のとして定着しており、創意工夫により地域活性化に取り組んでいる市町村の
貴重な自主財源を、国の経済対策のために削減するようなことはすべきではな
く、現行制度を堅持すること。なお、平成28年度税制改正において創設された
固定資産税の時限的な特例措置については、平成29年度大綱における記述のと
おり、期限の到来をもって確実に終了すること。

10 航空機燃料譲与税の安定的確保〔削除〕


